
（２）現状の減災に係る取組状況等
～ 国土交通省 信濃川下流河川事務所 ～
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〇信濃川（下流）では、避難勧告の発令判断の目安となる氾濫危険情報の発表等の洪水予報を実施している。
○洪水予報等の防災情報の持つ意味や防災情報を受けた場合の対応について共有しておく必要がある。
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水防団待機水位

洪水予報の基準となる基準観測所水位

水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位。

はん濫注意水位

のり崩れ、洗掘、漏水などの災害が発生する危険性があ
る水位。水防団が出動して河川の警戒にあたる水位。

避 難 判 断 水 位

市町村長による避難勧告等の発令判断の目安であり、住
民の避難判断の参考になる水位。

はん濫危険水位

市町村長による避難準備情報の発令判断の目安であり、
住民のはん濫に関する情報への注意喚起になる水位。

洪水時の河川に関する情報提供等の内容及びタイミング

基準水位観測所と水防受け持ち区間

信濃川下流

はん濫危険水位 ：3.10ｍ
避難判断水位 ：2.70ｍ
はん濫注意水位 ：1.80ｍ
水防団待機水位 ：1.50ｍ

保明新田水位・流量観測所

尾崎水位・流量観測所

帝石橋水位・流量観測所

はん濫危険水位 ：10.20ｍ
避難判断水位 ： 9.10ｍ
はん濫注意水位 ： 8.70ｍ
水防団待機水位 ： 8.20ｍ

はん濫危険水位 ：8.20ｍ
避難判断水位 ：6.50ｍ
はん濫注意水位 ：5.60ｍ
水防団待機水位 ：5.20ｍ
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帝石橋水位観測所

保明新田水位観測所

尾崎水位観測所

危険箇所
(右岸47.2k)

危険箇所
(右岸20.55k)

危険箇所
(左岸6.58k)

避難勧告の発令に関する基準水位
〇避難時間等（リードタイム）を沿川自治体に確認のうえ、各河川、基準観測所の受け持ち区間の出水特性（水位

上昇量）を踏まえ平成26年度に基準水位の見直しを行い、平成27年度より適用した。

パターン１ パターン２

危険水位等の見直しの考え方について

堤防天端からリードタイムAを引いた水位と、HWLを比較してどちらか低い方を氾
濫危険水位として設定

堤防天端

氾濫危険水位

避難判断水位

リードタイムA

リードタイムB

①

②

③

H.W.L

堤防天端

氾濫危険水位

避難判断水位

リードタイムA

リードタイムB

H.W.L

④

⑤

⑥

以前
(～H27.3迄）

見直し
(H27.4～）

信濃川（下流）直轄管理区間：基準水位表

信濃川（下流）直轄管理区間の洪水予報区間

2

信濃川下流

観測所名 水防団待機水位 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 計画高水位

尾崎 8.20 m 8.70 m 9.50 m 11.08 m 13.20 m

保明新田 5.20 m 5.60 m 7.16 m 8.42 m 9.60 m

帝石橋 1.50 m 1.80 m 3.37 m 3.37 m 3.97 m

観測所名 水防団待機水位 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 計画高水位

尾崎 8.20 m 8.70 m 9.10 m 10.20 m 13.20 m

保明新田 5.20 m 5.60 m 6.50 m 8.20 m 9.60 m

帝石橋 1.50 m 1.80 m 2.70 m 3.10 m 3.97 m



避難勧告の発令基準

〇信濃川（下流）において、避難勧告等の発令に着目したタイムライン作成（防災行動計画）を進めている。現在、
新潟市、田上町、三条市、燕市、については作成済み、加茂市は作成中である。

○三条市において、関係機関と一体となったタイムラインの作成を行っており、ワーキングによる検討を実施してい
る。
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信濃川下流

【三条市の例】 タイムラインの効果

全国の氾濫危険情報が発表され
た市町村のうち、「避難勧告の発
令等に着目したタイムライン」を
策定した市町村における避難勧
告または、避難指示を発令した
市町村の割合は７２％。未策定
市町村は３３％。

※氾濫発生情報を発表した河川を除く

※１つの市町村において、複数の基準
観測所から氾濫警戒情報等が発表され
ている場合は、重複して集計している
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国管理河川（TL策定済み） 国管理河川（TL未策定）

■：避難勧告等発令市町村数 ■：避難勧告等未発令市町村数

発令率：７２％ 発令率：３３％



洪水予測

4

信濃川下流

〇信濃川の洪水予測システムは、以下に示す流域内１３水位観測所地点の水位を６時間先まで１０分間隔で
予測している。

▲：水位観測所
●：雨量観測所
■：施設
：ダム

新潟市

阿賀野市

五泉市

燕市

加茂市
三条市

見附市

長岡市



避難場所・避難経路
○信濃川（下流）の氾濫原は、広範囲で浸水深が大きく、また長時間の浸水を想定し、隣接市町村への広域避難

や垂直避難について事前に検討・調整する必要がある。

5

＜洪水ひなん地図（新潟市H18.3作成、中央区版）＞

5

信濃川下流

＜逃げどきマップ（三条市H23.3作成、嵐北・井栗・大崎・大島・大浦地区）＞

＜洪水ハザードマップ（燕市H23.3作成、吉田南小学校区）＞



防災情報

〇河川水位、洪水予報、ライブ映像等の情報をホームページを通じて伝達している。
○情報の入手しやすさや切迫感の伝わりやすさを向上させる必要がある。

住民等への情報伝達の方法

信濃川下流河川事務所ホームページの情報提供

管理用に使用しているカメラか
らの映像をホームページで公開
しています。
現在の信濃川下流の様子をご覧
いただけます。

出水等の緊急時には、信濃川下流河川事務所が発令する緊急情報をトップページに掲載します。

「防災情報」「信濃川下流域情報共有プラットホーム」から、下流域のリアルタイムのレーダ
雨量画像や観測所水位・雨量データ、CCTV画像、避難所情報をご覧いただけます。

7月9日○時○分発表 信濃川下流はん濫注意情報
信濃川の帝石橋水位観測所（新潟市）では○時○分頃にはん濫注意水位（レベル２）に達しました。水位はさら

に上昇する見込みです。今後の洪水予報に注意して下さい。
7月9日○時○分発表
信濃川下流河川事務所では帝石橋水位観測所にてはん濫注意水位を超えたため警戒体制を発令しました。

緊急情報

信濃川下流

ＣＣＴＶ
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水位情報

雨量情報

信濃川下流域情報共有プラットホーム



氾濫注意水位を超えた時点
から河川巡視に「重点監視
班」を加え、洪水時の河川状
況を把握している。

〇出水時には、水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施している。
○堤防決壊の恐れのある箇所で土のう積み等の水防活動が的確に行われるよう、水防団等と河川管理者で、河

川巡視で得られた堤防や河川水位の状況等の情報の共有等を進める必要がある。
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河川の巡視
信濃川下流

新潟市
西区

新潟市
南区

新潟市
西蒲区

燕市

弥彦村

新潟市
中央区

新潟市
東区

田上町 加茂市

三条市

新潟市

新潟市

水防管理団体
新潟市
田上町
加茂市
三条市
長岡市
燕市

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

水防警報区間
①帝石橋【0.0k～6.0k】
②新酒屋【6.0k～11.4k】
③臼井橋【11.4k～16.9k】
④保明新田【16.9k～28.3k】
⑤荒町【28.3k～43.8k】
⑥尾崎【43.8k～51.0k】

関屋出張所右岸区間

関屋出張所左岸区間

三条出張所左岸区間

三条出張所右岸区間



8

○水防資機材については、水防管理団体が水防倉庫等に備蓄しているが、河川管理者が持つ資機材も、水防計
画に基づき緊急時に提供している。

○水防団等と河川管理者が連携して的確な水防活動を推進するため、資機材に係る情報を共有し、適切な配置
の検討等を進める必要がある。

水防資機材の配置状況
信濃川下流

小須戸緊急資材備蓄倉庫（国）

□ 北陸地方整備局水防倉庫・資材置き場
● その他の所管による倉庫



防災拠点等の整備状況
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〇信濃川（下流）では、防災ステーション2箇所、側帯12箇所等が整備されている。
○大規模災害時に災害協定業者と連携した復旧活動を行うため、側帯や防災拠点等の適切な配置の検討等を進

める必要がある。

信濃川下流

防災関係施設の整備状況（H28.4現在）

防災関係施設配置状況
● 河川防災ステーション
▲ 側帯

天
野
河
川

防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
予
定
）
●

天野河川防災ステーション

赤渋河川防災ステーション

三条河川防災ステーション



小須戸橋右岸(R20.55k)

〇小須戸橋右岸(R20.55k) 、瑞雲橋左岸(L40.9k) 、尾崎浄水場右岸(R45.27k) では堤防高が不足しているため、
市町と水防協定（覚書）を締結し、水防活動に万全を期すこととしている。

10

局所的に堤防が低い箇所における水防対応

平成23年7月新潟福島豪雨出水時の対応状況

信濃川下流

瑞雲橋左岸(L40.9k) 尾崎浄水場右岸(R45.27k)

平成23年7月新潟福島豪雨出水時の対応状況

平成23年7月新潟福島豪雨出水時の対応状況

水防対応範囲位置図 水防対応範囲位置図水防対応範囲位置図
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排水施設、排水資機材の操作・運用（１）
信濃川下流

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定期的な保守点検を行うとともに、機械を扱う職
員等への教育体制も確保し、常時、災害発生による出動体制を確保している。

北陸地方整備局災害対策機械配置状況 （平成28年3月）
①阿賀川河川事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

②阿賀野川河川事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

③新潟防災センター

機　　械　　名 規　　　格

対策本部車 拡幅型

対策本部車 拡幅多様設置型

衛星通信車 －

衛星通信車 －

K-COSMOS
通信車

－

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車
60m3/min級ポンプ

直列揚程20m

排水ポンプ車
60m3/min級ポンプ

直列揚程20m

照明車 2kW×4灯

照明車 2kW×6灯  20m級

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

待機支援車 バス型

待機支援車 資材運搬用

情報収集車 先遣用

橋梁点検車 バケット式

応急組立橋 6×40m 歩道付

分解組立・遠隔操縦対応形

バックホウ 1.0m3級

災害用トイレ コンテナ型

災害対策用

人員輸送車
26人乗り

④羽越河川国道事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

⑤信濃川下流河川事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

⑥信濃川河川事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

⑧千曲川河川事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

⑦上越防災支援センター

機　　械　　名 規　　　格

対策本部車 拡幅型

衛星通信車 －

排水ポンプ車 60m3/min

排水ポンプ車 60m3/min

排水ポンプ車
60m3/min級ポンプ
直列揚程20m

照明車 2kW×6灯

照明車 2kW×6灯 2柱式

待機支援車 バス型

待機支援車 資材運搬用

情報収集車 先遣用

応急組立橋 7×50m 歩道付

遠隔操縦対応型

バックホウ
1.4m3級

災害対策用
人員輸送車

２７人乗り

⑦高田河川国道事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

⑨富山防災センター

機　　械　　名 規　　　格

対策本部車 拡幅多様設置型

衛星通信車 －

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 60m3/min

排水ポンプ車
60m3/min級ポンプ
直列揚程20m

照明車 2kW×4灯

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯  20m級

待機支援車 支援用バス型

待機支援車 資材運搬用

待機支援車 支援用バス型

情報収集車 先遣用

橋梁点検車 バケット式

橋梁点検車 歩廊式

応急組立橋 6×40m

遠隔操縦対応型

バックホウ
1.4m3級

災害対策用

人員輸送車
２６人乗り

⑩富山河川国道事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

⑪金沢河川国道事務所

機　　械　　名 規　　　格

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

排水ポンプ車 30m3/min

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

照明車 2kW×6灯 2柱式

遠隔操縦対応型
ラフタークレーン

50t吊

排水ポンプ車数：40台



〇排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定期的な保守点検を行うとともに、自治体からの
要請にも迅速に応じられるよう出動体制を確保している。

○排水作業等の訓練も実施し、出水時に備えている。

12

排水施設、排水資機材の操作・運用
信濃川下流

排水ポンプ車訓練実施状況

平成２７年９月洪水
関東地整での排水活動

鬼怒川破
堤時の排
水活動
（北陸地
整ﾃｯｸﾎｰ
ｽ）

12



〇信濃川下流では、洪水を安全に流下させるよう、河道掘削および堤防整備等を実施している。

基本高水 ： ４，２００m3/s （基準点 帝石橋）

流域内洪水調節施設により２００m3/sを調節
河道への配分流量を４，０００m3/s基

本
方
針

目標流量 ： ３，８００m3/s （基準点 帝石橋）
戦後最大規模と同規模の洪水を洪水調節施設と河道整備により安全に流下させことが概ね可能となる。

流域内洪水調節施設により２００m3/sを調節
河道への配分流量を３，６００m3/s

整
備
計
画

段階的整備

◆目標流量

◆河道・ダムの配分

4,200m3/s

4,000m3/s
洪水調節施設で対応堤防整備と河道掘削で対応

年超過確率１／１５０の規模

※洪水調節施設は、既設の刈谷田ダム（県）、刈谷田川遊水地（県）、笠堀ダム（県）、大谷ダム（県）である。

信濃川（下流）における治水事業

13

200m3/s

◆目標流量

◆河道・ダムの配分

3,800m3/s

3,600m3/s
洪水調節施設で対応堤防整備と河道掘削で対応

年超過確率１／９０の規模

※洪水調節施設は、既設の刈谷田ダム（県）、刈谷田川遊水地（県）、笠堀ダム（県）、大谷ダム（県）と、
新設の五十嵐川遊水地（県）である。

200m3/s

信濃川下流



覚路津水門

鷲ノ木水門

五社川水門

才歩川水門堤防強化対策事業 堤防強化対策事業

堤防低部対策事業

堤防低部対策事業

堤防強化対策事業

復緊事業

復緊事業

復緊事業

堤防低部対策事業

西川水門

完成堤防
計画断面に満たない堤防

未施工

※H28.4時点

大川津地区

西野地区

○信濃川下流では平成16年7月洪水後の河川災害復旧等関連緊急(復緊)事業等により小阿賀野川合流点～刈
谷田川合流点までの堤防の整備を実施し、全川で約9割が完成堤化。平成23年7月洪水後には刈谷田川上流の
大川津地区築堤を完成堤化し、現在はH23.7洪水で浸水被害が発生した西野地区の築堤を実施中。

河川改修の整備状況

14

※計画断面堤防とは、計画高水位以下の水位の流水を安全に流下させることを目的として必要となる標準的な堤防の断
面形状を有する堤防
※計画断面に満たない堤防とは、標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している堤防
※堤防不要とは、丘陵地や台地部などの山付き、掘り込み等により堤防の整備が不要な箇所

※今後の水害発生や河床の変動状況等を踏まえた詳細調査の実施により、変更になる場合があります

下八枚地区（復緊）

刈
谷
田
川
合
流
点
（
復
緊
）

信濃川下流



覚路津水門

鷲ノ木水門

五社川水門
才歩川水門

西川水門

※計画断面堤防とは、計画高水位以下の水位の流水を安全に流下させることを目的として必要となる標準的な堤防の断
面形状を有する堤防
※計画断面に満たない堤防とは、標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している堤防
※堤防不要とは、丘陵地や台地部などの山付き、掘り込み等により堤防の整備が不要な箇所

※今後の水害発生や河床の変動状況等を踏まえた詳細調査の実施により、変更になる場合があります

○信濃川下流では「洪水を安全に流すためのハード対策」として、主に
以下の整備を実施する。

堤防等河川管理施設の今後の主な整備内容

15

信濃川下流

三条市

浸食・洗掘対策
（前須田・井戸場・山島新田・天神林地区）

水衝部

水衝部

加茂市

流下能力対策
（山島新田地区河道掘削）

河道掘削

信濃川

流下能力対策（栗林・大島地区河道掘削）

河道掘削

信濃川

中ノ口川

パイピング対策

漏水自噴状況

H23洪水 パイピング

流下能力対策
（関新地区 築堤）

流下能力対策
（横田地区 築堤）

凡 例

現

状

計画断面堤防
堤防
整備
種別

パイピング対策

計画断面に満たない堤防 流下能力対策

未施工 侵食対策

※対策区間については、今後概ね
５年間で実施する主な区間

流下能力対策
（笠巻地区～北潟地区

河道掘削）



危機管理型ハード対策

16

熊ノ森地区
堤防天端保護工

○信濃川下流では約８．４ｋｍについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策
として、堤防天端保護等を平成３２年を目途に、今後概ね5年間で実施する。

山島新田地区三条地区
堤防天端保護工

JR弥彦線

天端保護

現地写真

堤防

堤防天端をアスファルト等で保護する

【三条地区施工イメージ】

山島新田地区加茂新田地区
堤防天端保護工

信濃川下流



洪水を安全に流すためのハード対策

17

信濃川下流

信濃川下流では優先的に対策が必要な区間約１１．９kmについて、平成３２年を目処に概ね５年間
で対策を実施する。

パイピング、法すべり
￬

漏水対策（浸透含む）

流下能力不足
￬

河道掘削・堤防整備

水衝・洗掘
￬

侵食・洗掘対策

L=約3.3km（パイピング対策） L=約7.1km L=約2.1km

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊する恐れのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が
崩壊する恐れのある箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対し
て流下能力が不足している箇所
（上下流バランスを確保しながら実施）

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、河岸侵食・護岸欠損の恐れがあ
る箇所

優先的に対策を実施する区間L=約１１．９ｋｍ

漏水自噴状況

H23洪水 パイピング

信濃川下流本川
（小須戸橋）

H23洪水時の状況

水衝部

水衝部

※延長には平成27年の緊急点検結果の見直しにより対策不要とした延長も含みます。
※今後の水害発生や河床の河道状況等を踏まえた詳細調査の実施により、変更になる場合があります。



中上流域における洪水調節施設（ダム、遊水地）の整備状況

：ダム
：遊水地

18

刈谷田川ダム 大谷ダム

笠堀ダム

下条川ダム

刈谷田川遊水地

ダムの洪水調節効果（笠堀ダム、大谷ダム）
平成２３年７月新潟・福島豪雨

●貯水池の諸元

●洪水調節の効果

ダムがなかった場合の想定の
水位より約-170㎝低下させた
効果があったと推定される

ダムがなかった場合
の想定水位（イメージ）

※上記容量は洪水期のものであり、非洪水期は上記容量と異なる場合があります。

（単位：万m3）
五十嵐川遊水地

（建設中）

信濃川下流



各機関の減災に係る取組状況等
～ 新潟県 ～

0
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～ 農地部 ～

1



～水害に強い地域づくりを目指して～

新潟県農地部
2



１．田んぼダムとは？

• 田んぼが持っている貯水機能を利用し、大雨が
降ったとき、田んぼに一時的に水を貯めるもので
す。

• そのための装置を「落水量調整装置」と呼びます。

• 田んぼダムは、田んぼからの排水を時間をかけて
ゆっくりと流すことで、水位上昇を抑制し、転作作物
や宅地の浸水被害を軽減する取組です。

3



２．田んぼダムが注目されるワケ

• 近年、地球温暖化の影響と思われる局地的な豪
雨が増加し、想定外の洪水被害が増加

自らで守る自主防災の取組が重要

水路整備？

4



３．田んぼダムの効果

田んぼダムの効
果は排水路の
水位に現れます

田んぼダム取組み水田

5



４．県内田んぼダムの取組状況

6



田んぼダムは年々取り組み面積が拡大し、平成
2７年度は、1２,000haを越えました。

383 

1,763 1,989 

3,152 

6,158 

8,429 
9,160 9,203 

9,539 
10,002 

11986 12184

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ｈ14 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

田んぼダム取組面積（ha）
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8

５．田んぼダムのまとめ
• 地域の自発的な共同活動として行う流出抑制

の取組として国、市町村とともに「多面的機能支
払交付金」を活用して支援を行っています。

• 田んぼ1枚の効果は小さくても、地域全体で取り
組むことで大きな雨水貯留効果が発揮できて、
地域安全度の向上も担うことができます。

• さらに、水の流出を穏やかにすることで、河川へ
の急激な増水を防ぎ、下流の都市部を洪水被
害から守る効果が期待されています。



～ 土木部 ～

9



『水位周知河川』
避難の指標となる氾濫危険水位に河川水位が達した時に、インターネット
や市町村などを通じて住民にその水位情報などを周知する河川

能代川、小阿賀野川、中ノ口川、五十嵐川、加茂川、下条川、刈谷田川

県管理河川の水位周知河川（信濃川下流域）

氾濫注意水位

氾濫危険情報発表

★氾濫危険水位

水位変化

河川断面図

避難判断水位

水防団待機水位

（水防団出動）

水位変化

河川断面図

（避難勧告）

（避難準備情報）

水防警報等による基準水位到達情報の提供

10



11

各市町村の避難勧告発令基準の共有

◆取組状況
各市町村の洪水に関する避難勧告等発令基準をとりまとめ、

北陸地方整備局、新潟地方気象台へ情報提供

情報共有のイメージ

各市町村の避難勧告の判断基
準を情報共有

洪水時の対応を事前に想定して
おく。



12

水防警報迅速化システム

～職員の負担軽減と迅速な情報伝達・共有のために～

整備部内
ＰＣ端末

治水課長等
携帯･PC端末

水防警報

迅速化

システム

水防機関ＰＣ端末

水防警報の受信者

県･市職員
携帯端末

水防団幹部
携帯端末

防災情報の受信者

瞬時の情報伝達･共有化に
よる迅速な対応を支援

河川管理課システム
防災情報:
気象予警報､雨量、
水位超過情報、ダム情報

水
防
警
報
発
出

水
防
警
報
プ
ッ
シ
ュ
配
信

防
災
情
報
プ
ッ
シ
ュ
配
信

水防警報迅速化システムのイメージ〔システムの概要〕

・水防警報の自動作成が可能

・治水課長等の携帯・PC端末から
の水防警報発出が可能

・水防関係者（市職員、水防団幹
部）に水防警報、防災情報の一斉
プッシュ配信が可能

・各機関で必要な情報のみの受信
選択が可能
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浸水想定区域図の公表

○各河川の浸水想定区域図を公表

〇信濃川水系五十嵐川浸水想定区域図
・概ね100年に1回の大雨を想定

五十嵐川

○今後、想定し得る最大規模の洪水に係る区域に
拡充しての公表が必要となる。

＜公表済み河川＞
・能代川
・小阿賀野川
・中ノ口川
・五十嵐川
・刈谷田川
※その他水位周知河川以外
の河川でも多数公表済み
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出水期前の合同点検の実施

・県、市町村、水防団の合同点検による重要水防箇所の共有

洪水に対しリスクが高い区間の合同点検

中ノ口川
＜関係者による共同点検＞
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広域的な水防資材の確保

【資機材不足発生時の広域的な応援体制をコーディネート（新潟県）】
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○水防工法や水防活動時の注意事項を記載した、水防団
向けの ポケットブックを、県内の水防団員分作成し、市町
村を通じて配布した。
（約３８，０００部）

○消防学校の講義で消防職員（初任課）へ配布した。
（約９０部）

水防団向け洪水対応ポケットブック作成･配布

水防工法

水防活動時に注意すること
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防災教育に役立つ情報の周知

〇防災教育に役立つ資料集として写真や既存のページのリンクを
まとめたホームページを作成。
＜掲載内容＞
・過去の写真
・過去の水害・豪雨状況
・浸水実績図／浸水想定区域図／ハザードマップ
・防災啓発資料
・用語集
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家庭向けの避難啓発

○平成２７年９月関東・東北豪雨を踏まえて、洪水時の情報収集
や避難の判断基準などを、一般住民に理解してもらえるよう
家庭向けのチラシを作成し、県ホームページで公表
（H27.10.16公表）

○クリアファイルを10,000部作成し市町村や県地域整備部へ提供
（H28.2.18）



各機関の減災に係る取組状況等
～ 新潟市 ～
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〇「市民」、「土地勘のない旅行者」に的確な避難行動をしてもらうことを目的とし、災害時の危険箇
所や避難所の方向を視覚的にわかりやすく表示するアプリを無料ダウンロード配信している。

○住民の自主的な避難行動を支援するため、アプリを利用した防災訓練、公共交通機関を利用した
広報（観光客へのＰＲ・周知）などを通じ、さらなる普及促進が必要となる。

1

「にいがた防災アプリ」による防災情報の提供

●「新潟市民」、「土地勘のない旅行者」に的確な避難行動をしてもらうことが目的。

●災害時の危険箇所や避難所の方向を視覚的にわかりやすく表示。

（１）．一次開発（H27.3月より配信開始）
ア 現在位置から見た避難所の表示機能

（ア） 防災イベントでの普及啓発（防災フェスタ、さわやかトーク）
２．アプリ普及の

取り組み

１．事業概要

（ウ） 区民生活課でのチラシ配布（市外からの転入者へ配布）

（イ） 市報にいがた・テレビ放送を利用した広報

イ ホームページへのリンク機能

カメラ画面

地図画面



2

「にいがた防災アプリ」による防災情報の提供

（１）目標値
１年目：1,000件
２年目：5,762件（東京都特別区平均）
３年目：15,000件（東京都特別区最大）

（２）ダウンロード数：
2,770件（Ｈ２８年３月末現在）

３．二次開発（H28.3月より配信開始）

イ．オフラインでも地図を利用可能とする機能

ウ．夜間における避難行動のための懐中電灯機能

①土砂災害ハザードマップ ②、③洪水・浸水ハザードマップ ④道路冠水想定箇所マップ

ライトボタンをタップすると

内蔵のライトが点灯する

４．ダウンロード実績 ５．今後の展望

ア．災害時に役立つ地図を表示する機能

①土砂災害ハザードマップ

②洪水ハザードマップ

③浸水ハザードマップ

④道路冠水想定箇所マップ

（１）アプリを利用した防災訓練

（２）公共交通機関を利用した広報
（観光客へのＰＲ・周知）



各機関の減災に係る取組状況等
～ 長岡市 ～
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OJT
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験

地域防災スペシャリスト
養成講座

※年間3コース×10人程度

中
越
市
民
防
災
安
全
大
学

防災意識啓発
（クロスロード）

防災マップ

非常食

防災グッズ

避難行動支援

避難所運営

専門知識
教えるための
ノウハウ

地域防災スペシャリスト
（防災意識啓発）

地域防災スペシャリスト
（防災マップ）

地域防災スペシャリスト
（避難行動支援）

地域防災スペシャリスト
（避難所運営）

地域防災スペシャリスト
（非常食）

地域防災スペシャリスト
（防災グッズ）

・・・

地
域
・

学
校
等

• カリキュラム開発
• テキスト開発
• 講座運営
• 試験実施

• OJT研修
実施

•試験実施

• ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修実施
• 情報交換の場の提供
• 最新情報の提供

中
越
市
民
防
災
安
全
士

指導

報償金等
（5,000～10,000円／回）

アドバイザー派遣や
防災教育の場を活用

地域防災スペシャリスト養成

機構としての業務

地域防災スペシャリストを育成し、地域や学校で防災について指導できる
人材を増やすことで、長岡市における地域防災力の底上げを図る

•コーディネート
•バックアップ

長岡市

1
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１ 三条防災ステーション市民交流事業１ 三条防災ステーション市民交流事業
信濃川下流水防訓練の実施に合わせ、水防活動を体験し、河川と親しむ「信濃川
下流水防・防災フェスタ」を信濃川下流水防連絡会、信濃川下流河川事務所およ
び三条市で主催し、約6,000人が来場（平成27年５月31日）

【平成28年度の取組】
「（仮称）さんじょう防災フェスタ」を開催

防災に対して市民から関心を持ってもらうため、
消防団総合演習に合わせて開催（10月２日開催）

1



２ 三条市タイムラインの検証に係るワーキンググループの開催
（信濃川下流河川事務所リーディングプロジェクト）

『住民等避難ワーキンググループ』『交通ネットワークワーキンググループ』の開催
水防法の改正に伴う浸水想定区域の見直し及び平成27年９月関東・東北豪雨を踏まえた、新たな視点から
三条市タイムラインについて検証を行い、必要な見直しや新たな課題の抽出を行う

＜これまでの検討＞
① 第１回ワーキンググループ〔H28.1.28〕
・タイムライン検証のための想定ハザードについて
・新たな視点を踏まえた防災行動のあり方について

② 新たな視点に基づく防災行動調査〔H28.2.2～2.15〕
③ 第２回ワーキンググループ〔H28.3.23〕
・他機関に希望する防災行動について
・浸水によるライフライン等の社会的影響について
・タイムラインの検証（案）について

＜今後の予定〔H28.4～〕＞
○ 第３回ワーキンググループの開催
○ 検証結果のまとめ
⇒タイムライン、水害対応マニュアル等の見直し

【三条市タイムラインの策定】

●風水害による被害を最小限に抑えるため、関係機関間の連絡、連携
がより的確に行われるよう“台風の最接近の３日前（72時間前）”
からの取るべき対応を整理した。

●策定にあたり、市防災会議委員の選出機関（行政、警察、産業団体、
ライフライン事業者等）から委員を選出して検討部会を設置し、課
題の検討や情報の共有を図った。

関係28機関にて、385項目を設定
平成27年６月 運用開始

ワーキンググループメンバー

・信濃川下流河川事務所

・新潟、長岡国道事務所

・新潟地方気象台

・県三条地域振興局

・三条警察署

・電力、電話、ガス会社

・鉄道、バス交通会社

・社会福祉協議会

・自治会長協議会

・建設業協会第１回交通ネットワークWG 2



各機関の減災に係る取組状況等
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中央指揮所の整備

○「中央指揮所」を整備し、災害対策本部での情報収集機能を強化。

○多面モニターにより、河川の状況や今後の気象情報、国土交通省設置のライブカメラ等を同
時に閲覧可能。
○指揮所内に災害時優先回線を増設し、現場や関係機関との連絡体制の確保強化

1



雨水排水ポンプ増設と遠隔監視システムの整備

○雨水排水ポンプを平成２４年、平成２７年に計２基増設。（下条雨水排水ポンプ場４基、西加
茂雨水排水ポンプ場２基）

○ポンプ場の運用を効率的に行える遠隔監視システムを整備。これによりポンプ場内の各水
位と河川水位及び稼働状況を随時取得可能となった。平成２３年度より運用開始。 （なお、遠
隔監視システムは市役所外非公開）

2



市所有のマイクロバスによる避難支援

○大雨、洪水警報等の発令など今後発災が予測される場合、スクールバス、市民バス等の運転
手及び地元消防団員に待機指示。

○河川水位が避難判断水位に達した場合に、今後の気象情報、降雨予測や現場の状況を踏ま
えて、自力で避難できない市民の避難を支援するためマイクロバス（市職員同乗）を洪水予測地
域に出動させる。

○地元消防団員とマイクロバスに同乗した市職員で連携をとり、自力で避難できない市民をマイ
クロバスに誘導し、避難所に搬送する。

3



各機関の減災に係る取組状況等
～ 見附市 ～
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１

・情報伝達手段が、サイレン、電話、広報車などに限られていた

住民への情報発信 ～知らせる努力、知る努力～

災害対応管理システム

平成16年の7.13水害と中越大震災を教訓に、情報伝達の多様化に取り組む

・携帯電話メール（緊急情報メール）の導入
当時の携帯電話会社は、迷惑メール対策のためＰＣからのメール配信数を制限していた

⇒粘り強く折衝を重ね、携帯電話メール（緊急情報メール）配信システム導入

・災害対応管理システムから携帯電話会社３社
に対してエリアメール一括配信
⇒瞬時に情報伝達が可能

⇒市の緊急情報メールに登録していない観光客等

の一時滞在者に対しても情報伝達可能

・携帯電話メール（緊急情報メール）配信シス
テムの入れ替え
⇒送信用サーバの台数を１台から４台に増設、

処理能力を向上させたことにより、送信完了

までにかかる時間を最大１３分から３分に短縮

登録者数の増加により、送信完了までに最大で１３分必要だった



2

防災ファミリーサポート

住民の避難誘導のための方策 ～自助、共助、公助～

緊急連絡先
電話番号

備 考

土
砂
災
害
危
険
家
屋

自
力
で
歩
行
で
き
る

歩
行
で
き
な
い

支援する世帯
避難準備情報などが発令されたら、支援者

は要援護者に対し
１．安否確認 ２．情報の連絡 ３．避難誘

導 をお願いします。

※ 支援者の氏名と電話番号を記入
してください。

地区担
当

民生委
員

要
援
護
者

避難時に注意してもらいた
いこと

１ 目が不自由
２ 耳が不自由
３ その他

○
○○ ○○
00-0000

○○ ○○
00-0000

○○ ○○

00-0000

○○
○○ ○

00-0000 ○
○○
○○ ○

00-0000 ○
○○
○○ ○ 2、3 会話ができない

00-0000 ○
○○
○○ ○ 1、2

00-0000 ○
○○
○○ ○ 3

足が不自由
杖使用

氏名
電話
FAX

メール登録

氏名 氏名 氏名
電話 電話 電話
FAX FAX FAX

メール登録 メール登録 メール登録

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
電話 電話 電話 電話 電話 電話
FAX FAX FAX FAX FAX FAX

メー ル登録 メール登録 メー ル登録 メール登録 メール登録 メール登 録

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
電話 電話 電話 電話 電話 電話
FAX FAX FAX FAX FAX FAX

メー ル登録 メール登録 メー ル登録 メール登録 メール登録 メール登 録

氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名
電話 電話 電話 電話 電話 電話
FAX FAX FAX FAX FAX FAX

メー ル登録 メール登録 メー ル登録 メール登録 メール登録 メール登 録

土砂災害防止体制　（○○町）連絡網

△△　□□□
62-○○○4

○

62-○○○×

○

○

◎◎　△
○○- △△□□

（作成例）

○○　○○
△△-□□□□

安全一郎
62-○△□×

□□　□□
62-○○○×

本所三郎
62-××××

防災太郎
62-○○○3

○○　○○
△△-□□□□

○

○

△△　△
62-○○○1

○○　○○
△△-□□□2

新町三郎
62-□□□□
62-□□□□

見附太郎
62-○○○○
62-○○○○

○

本町花子
63-△△△△

○

昭和次郎
63-○△○△
63-○△○△

（情報伝達の内容）
①土砂災害前ぶれ注意情報が発表になりました。今後、土砂災害の発生する恐れがあります
ので、注意してください。
②「避難準備情報」が発令されました。がけ崩れ等発生の恐れがありますので、『高齢者等、避

難行動に時間を要する人』は避難を開始してください。開設避難所は○○です。

③「土砂災害警戒情報」の発表に伴い「※避難勧告」が発令されました。がけ崩れ等発生の恐

れがありますので、避難してください。開設避難所は○○です。
※状況により「避難指示」

◎留守の場合は次の方に連絡してください。

洪水標識（想定浸水深）避難所案内

・防災ファミリーサポート制度の確立

⇒同意避難行動要支援者388人、サポーター525人

・自主防災組織の充実（152／171 町内）

・民間事業者による避難所までのバス輸送

・まるごとまちごとハザードマップ（国土交通省）

⇒避難所案内24箇所、洪水標識(想定浸水深)165箇所
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地域の防災マップ作成支援【窪地マップの提供】

①自治会・自主防災会を対象とした「防災リーダー養成講座」で『防災マップづくりの手法』を学
んでいただく。

②実際に自地域の防災マップづくりに着手する際は、学識経験者や市職員を派遣し、地域の防災活
動を支援。

③地域の高低差を「見える化」した『窪地マップ（最大A0判）』は、防災目的であれば、自治
会・自主防災会に無償で提供している。

①防災リーダー養成講座での地域巡見

②地域の防災マップづくりWS

③防災マップの完成！ラミネー
トし、リングを取り付け、地域
の全戸に配布。
講師謝金や印刷費用、リング代
は市の補助金を活用してもらう。

笈ヶ島自主防災会が「国連世界防
災会議」で地域の活動を発表！

笈ヶ島自主防災会は、窪地マップを
用いて地域の防災マップを作成し全戸
配布。
平成26年度に「地区防災計画モデル

地区」として、取り組み内容を国連世
界防災会議の地区フォーラムで発表。

「地区防災計画」とは、
地区居住者により自発的
に行われる防災活動に関
する計画。各地区の特性
や想定される災害等に応
じて、多様な形態をとる
ことができる。

1



地域の防災マップ作成支援【窪地マップの提供】

窪地マップとは？

② 地域の高低差を色付けし
「見える化」。色が付いてい
る部分は、周囲より低く、水
がたまりやすい場所というこ
とが分かる。

③ 自治会単位で作成するため、
該当地区が中央に配置される。

※ 通常の燕市の白図は、市域
全体を格子状に切り分けている
ため、必ずしも自治会単位の白
図があるわけではなく、1自治会
で白図が複数枚におよぶ場合や
白図の端に該当地区が配置され
ることもあった。

⑤ ハザードマップではないので、実際の水の流れ
と異なる場合もあるが、地域のWSでは、過去の冠水
箇所ともほぼ一致した。

① 国土地理院基盤地図情報を活用し、フリーソフトで作製
（防災課職員が作製）。

④ 自治会境界線や地域内の
避難場所、主要道路等のラン
ドマークも記入可能。

2
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現状の取組み状況（市役所庁舎の水害時における対応）

〇五泉市本庁舎は平成２３年７月新潟・福島豪雨水害時、早出川の内水氾濫（支川太田川）により、
庁舎周辺の道路等が冠水。

○庁舎へのアクセス（出入り）等に多少支障が生じたが、市庁舎（５階建）であり、防災拠点の施設機
能（自家発室は２階、コンピュータサーバー３階にそれぞれ設置）は確保。

H23.7出水時の冠水状況
（市役所周辺）の写真

H23.7出水時の冠水状況
（市役所周辺）の写真

庁舎の階層別の拠点機能

浸水想定深は1.0m～2.0mであるが、盛土しており、H23.7水害時
でも浸水はしていない。

発電機室は２階、サーバー室、無線室は３
階に設置されており、浸水想定深より上階に
あるため、H23.7水害時でも市役所機能に支
障はなかった。

１階 市民課 等

２階 税務課 等発電機室

３階 総務課 等

４階 都市整備課 等

５階 議会事務局 等

サーバー室
無 線 室

道路
盛土部

浸水想定深
1.0m～2.0m

1



住民への情報伝達の体制や方法

〇五泉市は、防災行政無線の屋外拡声子局を205基整備し、市内全域をカバー（平成24年から平成
27年）している。また、メールでの情報配信や広報車等で住民に周知。

○防災行政無線は豪雨（暴風）時における伝達率の課題もあり、メールでの情報配信（登録者数）の
強化図る必要がある。

広報車の写真

五泉あんしんメール
平成２７年１月から配信開始

2
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1

弥彦村の住民への情報伝達体制

◎防災行政無線

弥彦村では、防災行政無線の屋外拡声支局を２８基整備し、村内全域をカバーしている。

地形によっては聞き取りづらい地域もあり、それが課題となっている。（聞き逃し防止策とし、 H27.10
◎防災情報メール

登録制メールであり、弥彦村の気象情報、防災情報、防犯情報又防災行政無線の放送内容 を

◎緊急告知ラジオ(H28~)
災害時ラジオでの緊急告知を目的に区長、要配慮者等に貸与配布。

弥彦村防災情報メール 緊急告知ラジオ



2

弥彦村の水害対策 取組状況

◎災害対策本部である役場庁舎は、大河津分水路洪水時の最大浸水予想区域にあり、

庁舎被災時には弥彦体育館を代替本部としている。



3

弥彦村における訓練・防災教育の取り組み

◎洪水を想定した防災訓練（Ｈ27.10）

◎自主防災組織の育成

自主防災組織活動カバー率（世帯ベース）は１００％（H28.4.1時点）
災害時に確実な防災活動が展開できるよう、更なる自主防災組織の強化・育成を

図る必要がある。

避難支援セミナーの開催（H27.7）
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前線性出水を対象とした、直轄河川管理区間沿川の田上町の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）のイメージ 基準水位見直し後

信濃川下流河川事務所 住民等田上町気象・水象情報

◇大雨警報・洪水警報発表

○点検等により再確認
-48h

0h

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確
認○リエゾン・TEC-FORCE体制の確認
○協力機関の体制確認

○テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認

○テレビ、インターネット、携帯メール等
による大雨や河川の状況を確認

○応援体制の出動要請（防災エキスパート等）

○水防団等への注意喚起 ○ハザードマップ等による避難所・避難
ルートの確認

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇大雨に関する新潟県気象情報（随時）

◇大雨注意報・洪水注意報発表

洪水予報（氾濫警戒情報）

水防警報（出動） 第二次配備体制

○巡視・水防活動状況報告
○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

○出水時点検（巡視）
○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制】

○蒲原大堰、中ノ口川水門洪水時操作

○水防団指示

水防警報（準備）

はん濫注意水位到達 尾崎水位観測所（水位8.70m）

避難判断水位到達 尾崎水位観測所（水位9.10m）

洪水予報（はん濫注意情報）

○リエゾンの派遣(事務所判断により）

○全部長、課長、課長補佐、指定職員、消
防職員及び支部要員の登庁

○警戒本部設置

-24h

○点検結果評価要領により措置が必要と
評価された 箇所の対応の確認

大雨発生

○ラジコンヘリ空撮指示（風雨によっては撮影不可）

○住民避難準備情報発令検討○ホットライン（避難判断水位を越える予測が出た時）

水防警報（状況）

水防団待機水位到達 尾崎水位観測所（水位8.20m）

※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。
※時間経過や対応項目については想定で記載しており、各地域や自治体の体制及び想定する気象経過に応じた検討が必要である。
※気象台のホットライン（大雨特別警報、記録的短時間大雨情報）は、以下によらず、市町村において避難勧告発令の目安となる。

経
過
時
間
は
危
険
水
位
を
設
定
時
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
で
設
定

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認
○総務課・防災担当課・土木課の指定職員の登庁

○休校の判断、体制の確認等

第一次配備体制

○連絡員の配置

○10分ごとに河川水位、雨量、
降水短時間予報を確認

堤防天端水位到達・越流 洪水予報（氾濫発生情報）

○理事者、全職員の登庁

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○被害状況の把握 （ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの派遣
○被害状況・調査結果等の公表

避難解除

○要配慮者施設、大規模事業
者に洪水予報伝達

第三次配備体制

○現地対策本部設置

○避難の準備（要配慮者以外）

避難所開設
要配慮者避難開始

避難完了○大きな被害発生が想定される場合、自衛隊への派遣要請

○対策本部設置

○漏水・浸食情報提供

○緊急情報、記者発表（随時）

避難準備情報

最終的な危険回避行動水防警報（状況）

○災害時応急対策要請 （協定業者）

○避難所に水防情報提供

○樋門等の洪水時操作

氾濫発生

○ホットライン 河川の状況確認。必要に応じ、助言の要請

【非常体制】 ○自衛隊への派遣要請準備確認

○避難者への支援

○防災無線、携帯メール等による
避難準備情報の受信

避難指示

洪水予報（氾濫危険情報）はん濫危険水位到達 尾崎水位観測所（水位

10.20m）

避難勧告 避難開始

○ホットライン（はん濫危険水位を越える予測が出た時）
（氾濫想定に関する情報） ○住民避難勧告発令検討

水防警報（状況）

○防災無線、携帯メール等による
避難指示・避難勧告の受信

○大雨特別警報の住民への周知

○巡視・水防活動状況報告

○住民避難指示発令検討○ホットライン（堤防天端を越える予測が出たとき）
尾崎水位観測所（水位11.50m以上）

4.5h

5.0h

5.5h

（危険箇所：信濃川 右岸32.75Ｋ地点）
9.0h

7.0h

8.0h
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